
育短勤務の時間帯が拡大
＊新時間帯での勤務は<本人の希望が>原則
＊部局長からの強制はありません

過半数代表へ大学が回答しています（3/6角間）
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変更の理由（大学による説明）

・現在は育児短時間勤務が終了すると、すぐ24時間の交替制勤務に入るため、

生活リズムが急変することになり、職員や家族の負担となっている。

・早朝や夕方の勤務時間帯拡大で、24時間の交替制勤務への復帰をスムーズ

にする。（本人が希望した場合であり、強制されることはありえない。）

以前の育短時間帯 新しく拡大された育短時間帯

午前８：３０～午後５：００

午前７：００～午後３：３０

午前８：００～午後４：３０

午前８：３０～午後５：００

午後１：００～午後９：３０

育児短時間勤務制度は教職員の育児支援を目的としたものであり、本来

であれば拡大された時間帯での勤務は好ましいものではありません。
大学が説明するように、新制度は「従来の育児短時間勤務から通常勤務

時間帯への移行を円滑に行うことを目的」とし、「本人が希望した場合
に限り実施する」という限定的な範囲にとどめられるべきものです。

８：３０～１７：００の間だから、ゆったり保育園に送り、帰り

は子供と一緒に買い物してそれから夕飯の準備ができました。早

出、遅出に拡大されると、《朝慌しくなるときがある》《夜居な

いときがある》など、子供のリズムも狂ってしまいます。育短の

目的から外れてしまいます。誰のための育児短時間制度？
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（ ふ り が な ）  

氏   名  
   生 年 月 日   性 別  男  ･ 女  

 住     所  
〒  

 

電   話  （     ）            （ 内 線 番 号 ：       ）  

携 帯 電 話   Eメ ー ル   

所 属 部 局   職  種   職  名   

雇 用 形 態  □  常 勤 教 職 員   □  フ ル タ イ ム 非 常 勤 職 員   □  パ ー ト タ イ ム 非 常 勤 職 員  

組 合 費  

□  チ ェ ッ ク オ フ （ 賃 金 控 除 ） 【 通 常 は こ ち ら 】   

給 与 支 払 い 時 に 、 大 学 が 組 合 費 を 給 与 か ら 控 除 し 、 一 括 し て 組 合 に 渡 す 方 法 で す 。  

宿 舎 使 用 料 の 支 払 い と 同 じ 方 法 で す 。  

 

職 員 番 号  

        

＊ 職 員 番 号 は 職 員 証 、 給 与 明 細 書 に 記 載 さ れ て い ま す 。  

＊ 転 記 ミ ス が な い か 今 一 度 ご 確 認 く だ さ い 。  

 

□  チ ェ ッ ク オ フ 以 外 の 方 法 を 希 望 （           ）  

 

 

2012年3月28日

国立大学法人金沢大学附属病院

看護部長 小藤 幹恵 様

金沢大学教職員組合

執行委員長 鷲山 靖

附属病院看護師の育児短時間勤務時間帯の拡大に関する申入れ
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金沢大学教職員組合 加入申込書

＊提供された個人情報は、当組合の諸事業の案内や組合員データーの作成の他、組合の諸情報を組合員等に周知

するために使用させていただきます。

生き生きと安心して働けるよう、あなたのそばに職員組合があります。もしものときに頼れるのはやっぱり組合！

（略）2012年1月27日に附属病院において開催された、2012

年4月より実施が計画されている育児短時間勤務時間帯の拡

大に関する説明会において、「今回の制度変更は、新しく

拡大される時間帯も含めて育児短時間勤務を行うことを前

提としたものであり、新時間帯も含めた育児短時間勤務を

推奨する」かのような説明がなされたと聞いております。

しかし、育児短時間勤務制度は教職員の育児支援を目的

としたものであり、本来であれば拡大された時間帯での勤

務は好ましいものではないことは、言うまでもありません。

したがって新制度は、大学作成資料（国立大学法人金沢大

学職員就業規則等の改正について）にあるとおり、「従来

の育児短時間勤務から通常勤務時間帯への移行を円滑に行

うことを目的」とし、「本人が希望した場合に限り実施す

る」という限定的な範囲にとどめられるべきものです。

過日実施された過半数代表者への説明会（例えば、角間

地区）においても、「新時間帯における育児短時間勤務は

本人の自主的な判断であること」「部局長等が強制するこ

とは決してないこと」を労使双方で確認しております。

附属病院における看護師体制維持へのご配慮もあろうかと

存じますが、育児短時間勤務制度の趣旨について十二分に

ご理解いただいている看護部長におかれましては、かかる

誤った情報が流布することもまた本意ではないとご推察申

し上げます。

そこで、貴職におかれましては以下のとおりご対応くだ

さいますようお願い申し上げます。

記

育児短時間勤務時間帯の拡大に関し、「新時間帯の育児短時間勤務は、本人の自主的な判断であ

ること」「部局長等が強制することは決してないこと」を育児短時間勤務対象者のみならず、全

ての看護師に改めて説明すること。


